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１。はじめに

高知大学学術研究報告

　ニ生涯ズポ＝ツ政策がスポ÷ツ政策の重要ﾉな構＼……jll=111

成要素として位置づけ∇られです竹に十数年が経…………………=･.･

過したこ.＼しかしながら,し生涯スポープというも……=y=…………万1･J･j

のが目指す＼と/こ/ろの地域ス=ポトツが我々にとっ十:j:に=1:

て身近な存在と=な⑤てきたといTう実感は乏ﾚしい＼…………

のではないだろうぺか.犬上確力ゝ|こ･,･j･サッカー..のプ石＼ﾚﾉ

化や依然としで人気を誇るプロ野球,し巨大メディ……:j°｣:j

ア産業のショことｲﾋ七だｵﾚﾘしンピノφグやザ十歩＼……:……=.万.ヽｼﾞ

ﾄﾞかﾂﾚﾌﾌﾉ(あるtヽk

スポニゲヅ開発にともなう1環境汚染や不動産投機……:………=くし一七14万:･1万l宍

をめぐjる社会問題など,トスポよツに関する国民…………jj.:

の関心は別]な部分では高まりつうある．しか七十………

なが：らレ光があてられているのjは高度化スポー

ツ,く商業化さ=れたスポ斗ツなのであり,◇国民力よ･

自ら実践する身近な存在としでの地域ズポニツ，

すなわち生涯戈ホープに政治め光があてjられて

い/るjとは思えないレ生涯スポー¬ツがスポ/７.ツ政

策分重要な柱Jとして位置づけられでい＼るにもか=

かわ.らず√何故そのような状況が生まれ＼るめで

あろうかﾝ　　　　∧　し　　‥‥‥‥　‥‥‥‥

　そこで本研究では,＼我々にと⑤で最も身近ﾉな

ものどしでの地域生涯スポ÷ヅ政策に関する二

つのこ事例を検証しながら√く今白の地域生涯スポー

ツ政策の動向を検討しそIの課題を明らかっけずる

ことを目的とするレ　゜=　………=‥‥‥‥　　　‥‥‥

ぜな

２．ｊ現代日本の生涯スポーツ政策の現状………∧]………じ万才と

　　＼＼犬　レ　　　　…　…j‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥:j:=わjl=ち

(↓)今日のスポーツ政策と生涯スコポーツ政策……………:ﾉ=･jしj万一で

　生涯スポニツ政策を検討ずる前にレそれを規くﾉ＼危機

定し包括する今ぽの日本の又ポ斗ツ政策にづい……………1ｻﾞて捉=

て概括しておきたべ………1…………J‥‥‥‥　　‥‥‥六万j･.･:･=j･最1.:も=.･

　ところ乍，スポ÷プ政策とはなんであろうか∠∧ﾉ市場

草深jはＴスぎーツ政策という概念は，スポニ＼ツ∧〉政策

と政治権力の関与を前提としだ公的施策柴意味ニ＼…………1=2:=こj

する:ものであるから√いっさいめ政治的関係を……………ノヽ÷:･

遮断七だ近代スポーヅ理念と=は矛盾するものﾚで.＼万万………=景1.･と：

あるレしか七，逆にいえば,＼それは近代スポニ………:ぐ=∇yl……9:万

ツ理念自体を止揚する＼ﾚ『スポ＝ツめ私事性と連…………
､…

…
=ご中』:

++-i-.Lir.ｴ　工±1八lit丿つ..､7.ふal　/n/　.ぺ､∧4fｻﾞ工７･ Ｊ．|．ｉ．Ｚ-ﾆl.ｴ･t _Lrtir八|　　　二一二　七/f

帯性:･社会性の統二』ｼﾄのj転換を内包する概念………1:

実6こぱ千近代民主国

あるか石√そのもと

高揚と自覚的

と滋恵』………の妥協を

聯)意思と支配を貫

ﾌﾟる」リ:と:指摘

レ国や地方公

関す名･公的施

ポー

り]運動]め過去七現在と

り〕と＼の枯抗関係が反映

忙的/にﾔは政府ﾀﾞ･財界の

ぎれたﾚもめﾉとﾉして具現

÷)=ツ政策は丁①スポ

'機能仁よる労働力・

を利

強調:瓶⊃く感情の統

プギ÷教化というレニづの意

万考=れるﾉ｡<万:==こ=万れ=らのj,点=Ｕ

]でおく]としても今日

ﾚいえ.る宍ごとである．．な

涙策の基本的意凶は，

らす希=労働力政策の

工に市場政策として

Ｔま犬ちづく＼=り」とし

のツ環と

た同様の意図を有

るか/らである．すな

まさに労働力政策と

呪(………②ﾚ=は今日:j的にば

ト｢=ま＼り｣づく＼=り｣:とし

S]くる].:……jlj.=し･万力･ゝj.･し･な力1

.11ら，今日

割藍＼産業＼ﾚ(文化)〉政策

，

卜十レヅ政策レ生涯ス浪－ツ

のスポ=÷ツ政策は，

]産業構造の転換を背

し吝れながら，

汀臨時教育審議会答

果石れ√生涯スポー

もしのjどなっている．そ
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のことは，今日の生涯スポ.－ツ政策の原点とも

いうべき『臨時教育審議会第三次答申』（１ ９

８７年４月）の第４章「スポフ=ツと教育」にお

いてより鮮明にな=つた．それについてはすでに

詳しい分析をしているので4）√ここでは詳述七

ﾚないが，臨時教育審議会が最大φ教育改革とし

て打ち出した「生涯学習体系への移行上が↓

「産業のソフト化，文化化の進展によっ△で登場

した民間教育文化事業を国家的に育成し，これ

に即応した『教育機会の供給体系』をつくりだ

そうとする産業文化政策としての性格を色濃く

もっている」と同時に,丁国民の文化的享受の

実態に目をむけずに，もっぱら文化的消費の拡

大をつうじて産業構造の転換化資することを基

本的なねらいとしている」6）のであるならば，

当然，生涯スポーツ政策はスポーツ産業の振興

とそれに資する学習者（子ども）や消費者の育

成・管理をその基本的目的としていると考えね

ばならないであろう．

　そして，この政策は今日の文部省の体育・ス

ポーツ政策（行政）の指針といわれている保健

体育審議会答申『二十一世紀に向けたスポーツ

振興方策について』(19 8 9年１１月）に結

実しでいった．この答申は，生涯スポーツ振興

策として二つの方向を示しでいるが，「その一

つは，地方公共団体が整備する公共スポーツ施

設の多目的化，デラックス化をはかり，民間委

託を推進して，利用者へのサービス向上につと

め,△受益者負担を求めて効果的に運用すること」

であり，「もう一つは，ニュースポーツやレジャー

・レクリエーシ自ン性のあるスポーツを積極的

に振興すること」6）であるとされる.‥前者が意

味することは,十既設・新設の公共スポペツ施設

をスポーツ産業の振興に資することであり√そ

の結果，地域住民にとってはサービス向上の美

名のもとに高額利用料金の負担が余儀なくされ

受益者負担が一層強化されることになる／また

後者のそれは，スポーツにおける新たな市場と

消費者の開拓を意図としている．まさに，スポー

ツ産業資本にとぅては至れり尽くせりの･政策で

ある．　ニ

　尚さて，以上のようなスポーツ政策，生涯スポー
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　ツ政策の目的と意図は今日具体的にどのような

:姿とならで我々の前に現われているのであろう

かト…………………………………………………:……………

………文部省によれば,‥体育･‥スポ÷ツ行政は｢①

生涯スポーツ，②競技スポーツ，③学校におけ

ﾀﾞる体育・スギニツの各分野におヶける施策の充実

に努め七いる｣7)とすくるにそiじ七生涯スしポよツ

ノの推進jにおいては,〉｢①スザ･一プ施設の整備充

/実，②スポ÷ツ指導者ﾉの養成・確保ﾀ･..･③各種ス

ポーツ事業の/充実等の観点から施策を推進し，

諸条件の整備を積極的/に進めでいるノ)として

いる万．∧ごのよう｀に,〉ﾉ政府.･文部省によ:る生涯ス

ポーツ政策は上記め三つの柱竹推進吝れている

が,しこの三つの区分に基づきながら1△ﾚ9 9 5･年

度の予算配分等を参照に次項以降で検討を深め

たい．　ノ　　　　犬　　　犬‥

(2)生涯スyポーツ予算と施設整備＼………

近年の予算編成は,………公･共事業やＯＤＡ等のい

わゆるゼネコン産業振興のための予算や軍事関

係予算を拡充する一方で，文教/･福祉関係予算

を抑制し実質削減するという枠組みを基本と七

ているLよってノ文部省が編成する文教予算に

含まれるスポーツ関係予算も実質的にマイナス

の傾向が続いているのが現状である．　∧

　ちなみに,19 9〉5年度の文部省の体育局め

予算額は,ﾆ前年度比0.2％増の552億4800万円比

と遡まってるレこの中から学校給食関係予算を

含む学校健康教育予算を除くと，スポ二ツ関連

予算は約3↓O億円ぽどにすぎないトこの額は国

家予算全体の0,044％=にし=かすぎず,：他の先進

諸国に比して驚くべき低水準であることは周知

のｿことである.大大この微々たる予算のうち,ﾄ体育

施設の整備予算は252億1000万円で前年度比1.1

％増であるが，ただし，国立競技場等施設整備

費が42％増の13億円強√長野冬期五輪の施設整

備費が7.4％増の63億4400万円でにこれらを除

いた公立社会体育施設費は前年度比7.9%減:の4

7億1200万円に落ち込み√128億5300万円に減少

した学校体育施設整備費と合わせたいわゆる

｢地域スポニツ振興整備費｣は175億6500万円で

前年度に比べてマ千ナス2.3%と大きく後退し
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涯スポ十ッ振興に直接結びつ/く公立社会体育施∧＼ｿ==と==･.･=ス

設費の近年の激減ぶり＼をみ.ると,し政府米文部省:……………Jj･=･･前･項
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ほスポよヅ振興を放棄jしている.としか思えない.ﾚ

実はこのズポユレ丿行革路線"砲,……｢地域住民がｹﾞ

日常的:に利用する;スポ=,＋ブ施設は基本的4こ.は√

各都道府県）市町村1とおいて整備が進Jめられる∧二

こﾚとが望ま七い｣ノどした／１ ９ ８９年の保健体育

審議会答申………『二十十世紀に向けたスポノ→ツ振興丿

方策にづいて』に沿=う〉たも印であ:り√そめ路線

を推進:してき六国はズポＴツ振興の最も基盤･と=…………:･

なyる施設整備の放棄をJ自明のもめとしている=の………

であこる.□=万そし.で，こ.･の放棄は民間ズポ＼－=ツ産業ト

の振興を=意図yしているという廿け/でﾚな=く√犬後に＼

触れるﾄよしうに地方自治体への負担をよ＼り強める＼

ことになる=々)である，
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ダーバンク事業」に対する補助などである゛．

　ト9し9 5年度jの実際の予算措置は，①に対し

てしは7500万円，②に対してjは審査事業の委託料

として日本体育協会に１億1000万円を補助する

程度で，およそ国家によるスポーツ指導者の養

成事業とはいえない内容となっている．この民

間団体の行うスポーツ指導者の養成・資格付与

事業のうち文部大臣把よって認定されているも

のは,汀地域スポーツ指導者」２９種目，「競技

力向上指導者」３０種目，「商業スポーツ施設

における指導者」5=種目，「スポーツプログラ

マー」一種及び二種，「少年スポーツ指導者」，

「レクリエーションに関する指導者」などでか

なりの数に上っているが11)これらの養成事業

すべてを日本体育協会を中心とする民間団体に

任せており，直接には国として全く行っていな

いのが現状である．

　国のスポーツ指導者に関する無策ぶりは養成

事業だけでなく，その配置や確保にもあらわれ

ている．国は，公共スポーツ施設に対してスポー

ツ指導者（専門職員）ﾆの配置を義務づけておら

ず，また何の配置基準も示していないため，そ

れらは各自治体の判断と裁量に任されている．

その結果，少し資料は古いが，文部省の調査に

よると公共スポーツの職員数は全国平均で１施

設あたり0.8人（専任職員は0.4人）で１人にも

満たない状況である（『社会体育行政担当職員

の現状』文部省, 1986年）．それにその職員全

員が専門的なスポーツの指導者であるというわ

けではなく，スポーツ施設の単なる管理運営者

である場合が多い．また，スポーツ振興法によ

り市町村に配置することになっている体育指導

委員の身分は，市町村の教育委員会が任命する

非常勤の地方公務員であり，その人件費はすべ

て自治体の負担となっている．

　このように，生涯スポーツに携わりその指導

的立場に立つべき人々の社会的な受け皿はあま

りにも脆弱でその社会的な地位や身分は非常に

不安定なものとなっている．確かに今日の生涯

スポーツは，報酬を求めない地域の熱心なボラ

ンティアに支えられている部分が大きいが，ス

ポーツ指導者の社会的受け皿を法的整備を含め
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た制度として保証すると同時に，その待遇改善

を押し進めなければ,し国は政策上も実質上もそ

の責務を果たしていることにぱならないであ‥ろ

う．　　　　ニ

(4)生涯スポーツ事業の推進　　ノ　　　ヶ

　こ万の点懲も国の基本的姿勢は，事業の内容や

実施を各地方自治体に任せそれに対して補助を

ﾉ行うというものであるいこれまでに補助柴行っ

ているものとしては,ト｢生涯スポーツ推進事業｣，

｢市民スポ：－ツ相談普及促進事業｣=，｢過疎地域

スポーツ交流事業｣，｢生涯スポーツ国際交流事

業上などがあるが，１ ９ ９ ５年度には地域住民

が積極的に参加できるスポーツグラブを育成す

るため，優れたスポニツ施設を拠点とし，複数

種目からなる総合型スポーツク〉ラブの育成を目

的どした=｢総合型地域スポヶツダラ＼ブ育成モデ

ル事業｣をさらに加えた12)この事業には国か

ら２分の1jの補助かあり，全国で９市町村が指

定されてその実施に取り組んでいるが，その補

助はソフト面に限られたものであり施設等のｲヽ¬

ド面は当然自治体の負担となるレ　　　　トＪ

　このように生涯スポーツ政策のケフト面とも

いえる各種推進事業は，基本的にはその内容と

実施が地方自治体に任されていることを踏まえ

て，具体的な事業内容とその問題点については

神奈川県と高知市を例に取り上げ次節以降で検

討したい．

３．地域生涯スポーツ政策の具体的展開し

（1）神奈川県「生涯スポーツ振興事業上の場合

　神奈川県教育庁生涯学習部スポーツ課は，１

９ ９ ５年３月，『生涯スポーツ最前線　一学校

の力を生かし，地域の力を生かすー』と題する

生涯スポーツ振興のﾉ今デル事業の報告書をまと

めた．ごこのそデル事業は,19 9 2年３月に策

定した「かながわスポーツプラン土に基づき√

「学校・家庭･:地域が一体となった生涯スポケ

ツ振興事業」/として県内！Ｏ力所で２年間にわ

た7つて展開された研究実践である．同報告書は，

大まかにいうと，事業の趣旨や計画，事業の概
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要に事業の総括と今後の課題などにようて構成＼ﾉ…………ﾀ､:j万ｲ;に
IｼﾚITぐitなj

4 搾
.:=｣万万14);Iと1:Iりj=i

されているレ･=…………ﾚ　ﾄ……:ﾉ=……:　　ノ……

　報告書によるﾄと,＼ぺ.･事業の趣旨]は丁小ｿ･中:4＼高

等学校が連携を図りﾚながら√学校y/保護者犬(地寺子り（刀り里iｈｔｔｐ：/／ｗｗｗ..lﾐＦ俣’休疆百゜m:1IJ:･･j=1

域の人々が→体どな.谷で地域の特性に応じた＼モレ∧∧

デル事業を展開し,＼生涯スポ÷ツの振興を図る.」…………万Ij

ごと/であ=ﾚると＼し√そのね=らいを｢l｣
. 1=万学校教育…………f……………

活動を通した生涯スポヴヅの推進,∧y 2レ 小ｙ中・……===万.･･.::=

高等学校の千貫性を図らだ生涯スポーツめ推進十＼………ﾚ:

３レ学校・家庭(地域がニ体となうた生涯スポフ犬＼

ツの推進上………と=し1てい宍る.＼その事業は,)……1:地域約万………i;………

4校＼(小３校,∧中＼(高各ト校で構成)ニで/1単位　〉＼

として√ﾉ県内牡3市7教育事務所管内丁0地域ニ〉兼卜

に委託さ｡札=各地域は,:‥＼学校関係者, PTA↓ニ　ト………U

地域関係者丁(自:治会＼･体育指導委員=･体協)，………j……11°

行政関係者を中心に生涯ズポよツ地域推進協議二＼

会を設置:しその実施にあたうすこ．各協議会は，

年間9＼O万円の委託費ト補助を:もら･い√(デ)

地域推進協議会事業と七てん①諸会議の開催，

②年次.〉年間計画:の作成√組織づく□りレ③地域十二

協力体制1の確立,十広報活動など(小・中ｙ高等＼＼,Iﾆ

合同事業の企画ﾌ･立案ｉ 実施)レまた(イ)∧校………:………

内研究部会事業として√ﾉ①生涯ズポ＝ツに関す上ﾉ

る啓発活動，②校内協力体制φ確立，③PTA

等の協力体制の確立√④校内推進事業の企画ﾀﾞ･∇

立案･土実施などに取り組んだレそし乙十全県の

各協議会のと:りこまとめ役として設置された生涯

スポ¬ツ県推進協議会は√年j3回の全県協議会

を開催し√①講師招へいjによる公演･＼講義･指

導助言に②実践経過の報告√発表会√ト③研究協

議レ情報交換などを行づだとされる．＼＝

　各事業の概要は表１のようになっているl≒

ﾌﾟ……ヶン:

=

ﾄ:

これら士ｏ地域め事業全体を通し七の特徴をニ∧ﾔ

整理するとにまず第ごに，「学校.･･家庭∧・万地域

の一体且を目指しで展開されたが,づ実際には学

校及び教育行政中心に推進さ:れたということが…………:こ:I七:1

いえる．そのトことは，各地域の推進協議会の組丿

織に自治会等め地域の代表組織加ほとんど入っ=

ていないごと，報告書のて事業:の成果と反省｣＼

め項においでの寸現実には√ぽとんどめ地区T右

学校関係者を中心yに推進された／こﾉめことは本

事業の性格から考えﾚだ場合，決して望ましいス

丈章か㈲も伺い知

丿う＼に/なっしたのかレ

六と……凪△……事業への取

久本÷レッドの転換

訂塵あﾉづ:たこと√

育施設々あノ汝たご

ﾌして

こしと=ﾚ,:ﾉ,=jl･.･また人材と

!的立場の

1係者に頼らざ

れるであﾉろう．

ごあくるﾉがj，「ス

ﾉ.･jl.｢･｣;｣･れ･あいズポニ

柏ご小中高等学校

きﾑわやかズレポ４=ツのっ

乍るﾚよ/うに√スボ÷ツ．

]ｊ……iﾉﾐ｡･ｊ｡牛:万ケ｡≒･シ1:｡｡ﾑﾖﾝをは。

ﾚな:ねらﾚい/とﾉなっているご

つ

ﾎﾟﾚ÷ヅのねらい

せズポ÷ツペの

現代社会に於い

ﾝるｿ様々な人間関

牧ﾚと地域け異年

画修復古濃密化

八

Iらで･,∧事業全体

ス＼ポ＼÷ヅ大会を

反省

のスポー･

している

生のイしべ

座ス=ポー

(恒常的なスポ・-．

ならくているレ＼

斎向けてみると=，

育Tだ実施され

加え乙………全年

ふルやウ=オl－

i………に加ﾉえ乙………全年

iで興味を引責やす

ｶﾉやj土アロペビクス

:み:こ=られることであ

スすトイレ古称され

徴でjあﾚり√/÷見過
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表１　地域主要事業の概要
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地　　　区 田　　　横　　　　浜　回 巾 土　　川 晦

①推　進　地　域 港南区 麻生区

②推　　進　胞胚

　※　　は、事務局

乖下永谷・相武山小学校

乖港南中学校

⑤市立南高等学校

冶金程小学校

⑩余程中学校

⑩麻生高等学校

③会　　　言　長 横浜市立港南中学校長　是枝　匡輔 川崎市立余程小学校長　中嶋　肇

④事務局所在地 〒233　横浜市港南区港南中央通6－1 〒215　川崎市麻生区余程2－10－1

⑤連絡先(担識者)
TEL 045－845－2355（鈴木時夫） TEL 044－966－5506 （高橋　稔）

FAX 044-966-6938

⑥推進テーマ
生涯スポーツを指向したライフスタイルの

基礎づくりを目指して
地域に根づいた生涯スポーツをめざして

＝⑦主事業の概要

　　ぐイメージ図卜

昌戸　　　　

ｂ

　　　　地域推進協議会　　下表笛
　　　　　小中高　　　東南

　　ｐ　交　流

｜

ふ．れ　あ　い

スポーフ大会

ソフト･ﾊﾟｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ憶

･爾゛ 交　複　銃　台

号フガー・パレー

ソフドカパデf一鮑

J止贈位ﾄこ

　1111

ｙ白地レ　区 闘犬□　　　　中回　　　　　　： （7）　　、足　柄　言ﾋ

①推言進地　域 二宮町 大井町

②推　　進こ　好

感　汗ば､|事務局

但一色・山西小学校

但二宮西中学校
一
巻二宮高等学校

⑩大井・相和・上大井小学校

祖湘光中学校

霜大井高等学校

③会　．天満 二宮町立二宮西中学校長　五島　明俊 県立大井高等学校長　加藤　健治

④事務局所在地ｊ〒259－01　中郡二宮町川匂323 〒258　足柄上郡大井町西大井984一1

]⑤連絡先(担当者)
TEL 0463－71－3n6 （作田雅弘） TEL 0465－83－4101（室橋富美夫）

FAX 0465－83－6222

＝⑥推進jデフマ 地域と楽しめる生涯スポーツを目指して
21世紀につなげよう　大井町にふれあいス

ポーツ交流会

⑦主事業鏃概凄

ヅズイメージ図》づ

(ir<■4 *　　　　ｊﾋﾟｺﾞﾚ

　｢¬

二宮町

　　　にのみやまち

大井町
ふれあいスポーツ交流会

土浦
大井高校 　大井町

縁合体育館 /
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(3レ　横　須 賀 (4) 湘　南
几Ξ．゛………　　浦 諸特大高三　　・祖　］

久里浜 寒川町 綾瀬市

⑩明神・明浜・久里浜小学校

御神明中学校

蓉市立工業高等学校

④寒J

重寒J

・一之宮小学校

東中学校

　⑩寺尾小学校

　⑩綾北中学校
､←
大節綾瀬高等学校呑寒川高等学校　　　　　ダ

横須賀市立久里浜小学校長　山田　茂雄 寒川町立寒川東中学校長　山本゛宏一 綾瀬市立綾北中学校長　比留間　賞

〒239　横須賀市久里浜6－6－1 〒253－01　高座郡寒川町岡田718 〒252　綾瀬市深谷5272

TEL 0468－35－0424

　　　　　　　(教頭　熊代　成子)

TEL 0467－74－0332　　　　∧.
　　　　　　　(教頭　飯田　治夫)
　　　　　　　(細野　雅弘)

「

Ｉ

阻L 0467－78－8566
　　　　　　　ﾀﾞ(教頭　中村　宏)
値X 0467一78－8568

学校・家庭・地域の連携による生涯

スポーツヘの基礎づくり

地域に根ざした生涯ｽﾎﾟ､¬ツの研究及び推進万

～地域における生涯スポーツの基礎づくり～

スポーツを通した異校種間と地域の

連携

ｻﾃﾞ

言五言

ｽﾎﾟｰｯ1飴。△倫ｹ

　ﾊﾞｹｯﾄﾎﾞ４

　ﾌﾘ

．

　　さむかわまち
　寒川大町……

あ小中高年tjlｻ

小中

⑤

小中高阿A六窓-

ﾀﾞ

言

一一

（8）　I足　　柄 １下　　－ ⑨ 愛 ぃ甲………1.,」 回 o》………津………久゛非；　ダ

小田原市 清川村（宮ヶ瀬） 城山町　　　犬
⑩矢作・下府中小学校

祖物言中学校
一
霜西湘高等学校

恚宮ヶ瀬小学校

⑩宮ヶ瀬中学校

⑩厚木西高等学校

⑩広陵小学校

乖中沢中学校

巻城山高等学校

小田原市立鴨宮中学校長　松岡　謙良 清川村立宮ヶ瀬小学校長　農田　芳子， .城山町立中沢中学校長　小林　政美

〒250　小田原市鴨宮547 〒243－01　愛甲郡清J＼ 村宮ヶ瀬954づ 〒220¬01　津久井郡城山町中沢59－3

TEL 0465一47－3361
　　　　　　　(教頭　田島　一孝)
　　　　　　　　　(有田　巌)

TEL 0462-88-1343 （藤井　敬司）汀EL 0427－82－8877 （宇賀持裕二）

スポーツの日常化をめざして
生涯スポーツ振興にはたず学校.･､家

庭・地域の役割

学校・家庭・地域の連携による小・中・

高等学校を通し七の生涯スポーツの実践

゜ふれあいｽﾎﾟｰﾂ大命

　　in児童・生徒

　　･a小田原ｕ

　　　親睦

　「¬卒流「TI

芒　哀７∧
‘ふれあい’小・中・高等φ校
　､二　　交流スポーツ教室

プバスケ　　　　　　　　剣道

　バレー　　　　　　　　陸上競技
　テニス　　　mmφ　　野球

　バドミッ　　　　　　　　レク＆
　ザツカ　　　　　　　　　スポーッ

゛車稗、　　　　　;ig

　　　　やjlφ=:……j=叉=Ij=:・■ｉ;
　ﾑ

窓

　　YAMA

（il
]ｻ

…

…

…

宮ヶ瀬小

宮ヶ瀬中
厚木西高
地　域

憑ﾑ

喫喘 小
●－－●

中
尚｜

西湖
下阪申　　　粍宵
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激な運勤めよう懲なくﾚ体力がなくてもやれると

思われがちなスポー=ツ（例えば，卓球，ノバドミ

ントン，ソフトボールなど）＝生涯スポーツ，

あるいはニュースポーツ＝生涯スポーツという

図式が反映している．それらのスポＴツが適し

ていないというわけではないが，そもそも生涯

スポニツ:というスポーツ種目は存在しないので

あづて，つまり卓球やバドIミツトンやソフトボー

ルもそのスポーツ活動の目的や理念あ･･るはその

活動形態によってその中味が決まるわけであっ

て，卓球やバドミントンも競技力向上を目指す

部活やチャンピオンスポーツの世界では他のど

のスポーツにも劣らず激しぐ且つ厳しいのであ

る．生涯スポーツ＝楽なスポーツという図式・

発想は，生涯スポーツにおいてスポーツの高度

化＝競技力向上を切り捨てることにつながるで

あろうレまた，一時的な興味を引ぐという点か

らだけでニュースポーツを採り入れるというの

は，継続性や普及，広範な交流という点で問題

が生じてくるであろう.･　ニ　ト　　　　上

（2）高知市丁第２次高知市スポーツ振興基本計

画」の場合　　　づ

前項の神奈川県の場合が，生涯スポーツ政策・

プランの実践であうたのに対して，高知市の場

合は，高知市スポーツ振興審議会が１ ９９４年

６月に教育委員会に対して行った『第２次高知

市スポーツ振興計画』答申に基づきながら，そ

の生涯スポーツ政策の動向をみてみたい．

　同答申は，その策定の基本を「スポーツを市

民のよりよい生活のために欠くことのできない

ものと位置づけ，年齢・性別・職業に応じたス

ポーヅ活動を生涯にわたって実践していぐごと

を目指したもの夕であるとしている．そして

同答申は，Ｌ.第２次スポーツ振興基本計画の

答申にあたっての基本認識,十ｎ．第２次スポー

ツ振興基本計画策定にあたっての基本的考え方，

Ⅲよ公共ズポ¬ツ施設，スポーツ活動レスポー

ツ指導者に関する具体的提言と計画，の３部で

構成されており，高知市の①公共スポーツ施設，

②市民のスポーヅ活動の実態や意識，③スポー

ツ指導者の三点にわたってデジケートを中心と
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した現状分析を行い，それを踏まえてそれぞれ

提言を行うている．現状分析には,し興味ある注

目すべき内容があるが√ここでは，政策提言を

中心に検討し必要に応じてその分析にもふれた

いと考える．　　　　‥　　　　　‥　‥‥　‥‥

＼答申は√高知市の市民スポーツ振興の理念に

ついて，「スノポーヅ振興策は，市民スポーツ，

学校スポーツ，競技スポーツ，生涯スポーツの

視点から検討して,十それを総合的，体系的に策

定しなければならないが，今回の答申は，サブ

タイトルのように市民スポーケの振興の視点か

らま/とめたものであるダとしたうえで，‥以下

の四点を掲げている．　　　　大才…………

　大口すべての市民が健康で豊かな市民生活を

　　大営むために√生涯を通じてあらゆる機会

レニ　にそれぞれの場所において健康状態や興

　　　昧に応じたスポーツを自主的に行う．ト

　　ロ市民の時間的,/身体的，精神的なゆとり

　　ﾚしの拡大に努めるととﾉもに，スポこｰﾂを単

　十　に健康･/体力づぐりに役立てるというだ

　　　けでなくご市民スポーツを丁文化として

‥　　のスポ¬ツ」「積極的福祉上古位置づけ．

　　すべての市民が健康懲豊かな生活を営む

　ト　レために,＞文化としてのスポ十ツを楽しむ

　ト　ことができるように施設，指導者などの

トレ　外的条件の整備に取り組む．　　　六白

　　口市民スポーツを競技スポ¬ツをも視野に

　１　入れて広くとらえ，その振興にも留意す／

　　　る．　　　ト　　　　十　　　　　……

　レロ市民スポ＝ツ振興のための諸条件を整備

　十　するために,＼行政,し関係団体，市民がﾚそ六

白　　尚れぞれの役割を自覚しで発展を図る．ニ

　これらについて理念のレベルという限定つjき

で着目しでおきたいことは，スポーツを文化と

してとらえていることにそしてその活動のため

め施設や指導員の外的条件め整備を重視してい

るごと，競技スポーツを視野に入れているごと

などである．　　　　　つ　　‥‥　‥

　さて，その具体化された姿はどうであろうか．

トまず公共スポーツ施設についてであるが，そ

の点について答申は，「高知市の新しい公共ス

ポーヅ施設づくりは，行政がスポーツ施設を設
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をＣ級スポーツ指導員や少年スポーツ指導員な

どの有資格指導者へ向かわせることしか触れら

れていない．それに対して自治体としてどのよ

う万な方策や援助を行うのか全く不明確である．

そして指導組織にっいては，体育指導員やスポー

ツ推進指導員などの地域スポーツ指導者組織の

活性化・相互交流・ネットワーク化を提言し，

その活動にっいては，既存の施設やスポーツ種

目にはこだわらない住民のニーズにこたえる魅

力あるスポーツプログラムの展開を重視し，隣

接地区相互の協力による広域指導を目指すとし

ている．ここでの問題点は，項目だけを並べ立

てたその内容自体の皮相さもさることながら，

最も決定的な点は，スポーツ施設にっいてもそ

うであるが，行政の側の責任や具体的施策が不

明瞭な点てある．すなわち，財政的基盤・根拠

のない指導者養成事業（論）や指導者の確保・

活動は，なんら実現性に乏しく，全く画に描い

た餅に過ぎないといわざるを得ない．

４。地域生涯スポーツ政策の問題点と課題

　前節で検討した二つの事例を踏まえながら，

すでに問題点を指摘したところもあり重複する

部分もあろうが，改めて今日の地域生涯スポー

ツ政策の問題点と課題を整理してみたい.

(1)公共スポーツ施設の整備・充実と住民負担

　まず第一に指摘しなければならないことは，

公共スポーツ施設の整備・充実に関しての問題

点であろう．これまで検討してきたように，国

の基本政策・姿勢は｢公共スポーツ施設などの

条件整備を地方自治体の努力に任せ国の責任を

放棄しながら，実質的に不可能な地方自治体の

努力に代わって，スポーツ産業を育成すること

尹にある．この地方自治体の努力任せの典型

的な例が，体育館やプールなどのスポーツ施設

を建設する際の国の補助制度である．それは，

自治体が申請し国によって承認されれば，政令

で定める基準で建設経費の三分の一が国から補

助されるというものであるが，この規定は土地

代を除いた建設費だけに適用される．このよう

な仕組みでは，財源的に多少豊かであっても大
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都市の自治体ではその土地代の高さが大きな障

害になるであろうし，またもともと足腰が弱く

財源の乏しい地方の自治体では実質的にその建

設は不可能になってしまい√いずれにしても地

域生涯スポーツ政策として積極的に施設建設を

推進していくことは自治体としてますます困難

なものになっていくであろう．その結果，先述

の神奈川県の実践例や高知市の提言がそうであっ

たように，学校開放＝学校体育施設の有効利用

でしかほとんどの自治体は生涯スポーツ政策の

展開を図ることができないでいるのが現状であ

る．文部省が生涯スポーツ政策において学校開

放を促進するのは，地域の公共施設整備の放棄

と裏腹の関係なのである．

　このような政策が地域住民に何をもたらすか

は明白である．すなわち，高額な利用料金を払

わされ民間商業施設を利用せざるを得ない状況

に追い込まれた地域住民にはよりいっそうの受

益者負担が強いられ，金のある者しかスポーツ

を楽しめなくなるであろう．さらにはスポーツ

産業資本の参入すら望めそうにない高知市のよ

うな地方都市や農魚村部では，金のあるなしに

関わらずスポーツ参加の機会すら制限されると

いった地域格差が生じてくるであろう．よって

国が，地域住民や自治体の犠牲や負担を強化し

連鎖的に様々な問題状況を生み出していくよう

な政策を改め，地域スポーツ活動の不可欠の基

盤である施設整備を積極的に推進するという方

向に根本的な政策転換を図らない限り，地域生

涯スポーツ政策は何の実効性も持だない骨抜き

の政策になってしまうであろう．

(2)スポーツ指導者の配置と地位の向上

　第二の問題点と課題は，地域生涯スポーツの

指導者の養成とその確保・配置である．すでに

検討したように，地域におけるスポーツ指導者

の養成事業に対する国の補助は研修会や交流会

の開催やその旅費などに限られており，金のか

かる養成事業そのものは民間団体及び地方自治

体任せである．そして任された自治体は，行政

改革と予算執行の優先順位という制約を自らに

課すことによって，実質的な養成事業に着手す
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ることはできないでいるのが現状であろう．高

知市においてその重要性は認めつっも具体的な

養成事業の構想をもてないのは，そうした予算

上め見通しが立たないからであくる．また，予算

上の見通しということでいえば，指導者の確保・

配置においては多大な人件費を必要とするとい

う点でより展望が見いだせないであろう．

　このような自治体の政策のもとでは，今日の

生涯スポーツ部面での指導は善意の多くのボラ

ンティアに支えらなければ成り立だないのであ

り，また神奈川県の実践の反省として「学校関

係者を中心に推進された」ということが指摘さ

れていたが,ΛＶざ地域で何かやろうとすれば，

実際上はその指導のための人的資源や能力を中・

高校のクラブ指導担当の教員に頼らざるを得な

いというのが実状ではないだろうか．しかしな

がらこの現状を放置し続けると,∧特定のボラjン

ティアや教員に過重な負担をかけるという問題

と同時に，誰もが等しくスポーツに参加する権

利を有している地域住民に対して系統的で組織

的な行き届いた指導の展開ができないこと，ま

た経験だけに頼らない科学的な指導能力を高め

る機会（研修や研究）の保障，安全管理やその

責任の所在などの点でも問題であろう．

　これらの問題を根本的に解決するためには，

まずは行政側か財政的裏付けと責任を持って地

域住民のスポーツ要求に応える指導者の確保・

配置を行うしかないであろう．すなわち，ボラ

ンティアや非常勤に頼らず，地域住民のスポー

ツ活動に対して明確に責任を負う行政の側のこ

員としての公務労働者＝スポーツ指導を行う常

勤の専門職員を確保することが何よりもまず必

要なのではないだろうか．そのことによって，

スポーツ指導者の社会的地位や待遇の改善，社

会的受け皿の拡大がなされ，さらにそのことが

スポーツ指導者養成機関・事業の充実と発展に

つながっていくと考えられる．

(3)イベント主義の克服と高度化への対応

　第三の問題点と課題は，地域生涯スポーツ政

策におけるスポーツの中味に関することである

が，ここでは二つの重要な問題点を指摘してお

社会科学

きたいレその一つは，一過性のイベント主義と

もいえる生涯スポーツヘの取り組み方である．

確かに，神奈川県の取り組みのように啓発や動

機づけをねゾらレんでのスポ÷プ不ベンドは必要か

も知れない執　それで事足＼りるわけではなく，

生涯スポーツという趣旨からすれば日常的・永

続的なズポヤツ活動を支援するような企画やプ

リクラ吟小用意されるべき:で/あろう．国かﾉら予

算をもらら万七の事業とい=う制約はあるにしても，

事業やイベツトによってス=ポーツに対して生ま

れた関心や興味が直ちに生涯スポーツに結びつ

ぐわけでは/なく，その

地域行政に求められてt

後の継続的友

ｊる･めである．

ぶケアこそが

，生涯スポー

ツの実現ぺの近道はない.ﾉ先述しているような

施設や指導員などの客観的な条件を整備・充実

して，日常的・持続的にス=ポーツができるよう

な確固たる=:社会的基盤を形成＼しない限り真の生

涯スポ十ツの実現はあり得ないであろう．そし

てそうした基盤の上に，地域住民の要求に根ざ

しながらその文化的享受能力を高めるような質

の高いスポ半プ文化の中味を提供していく/こと

こそが,つ地域生涯スポーツ政策の本来的責務な

のである．　　　　　　　　レ

　二つ目には，地域の生涯ス.=ポーツの実践場面

においてスレポーツの高度化レすなわちスポーツ

の競技力向上四要求に応えｿそれをいかに保障七

ていくかどいう問題である.∧高知市の答申もそ

うであるように，その点に触れはするが，具体

的な政策を出世ないでいるのが今日の地方自治

体のおお:か七の現状ではな＼いだ=ろうか．それは

何故か．そｿﾞの最も大きな理由は，高度化と大衆

化の分断を基軸としている国のスポーツ=政策に

ある．政府や文部省のこれまでのスポーツ政策

は，地道な底辺の拡充を進めながら高度化スポー

ツを担ってト:ぐ逸材を育てるという方策はとら

ず，各分野からy自然発生的にあるいは個別で特

殊的な養成システムから提供されて来る:優れた

才能を横取町するようなかたちで進められてき

た．また十方で，高度化の成果を"大衆的"ス

ポーツに積極的に還元していくという方策もとっ

てこなかっ=たのである．そして，日本体育協会

からＪＯＣを独立させたことを契機として，高
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度化＝ＪＯＣ，大衆化＝日本体育協会という役

割区分を進行させながら，高度化に比重を置く

予算配分をして大衆化は民間のスポーツ産業に

委ねていくという構図をさらに鮮明に打ち出し

てきている．ただし，与えられた予算の配分と

いう点ではこの構図のままであるが，最近の高

度化についても，スポーツのプロ化の進行にと

もない次第に産業資本の側に譲り渡しつつある

ともいえるであろう．

　もう一つの理由としては，かろうじて地域で

高度化を保持・実現しているのは水泳やテニス

などであるが，その実践の場は，民間の商業施

設しかないといった現実があり，それらに対し

ては行政があれこれと手を出せないといったこ

とがあるであろう．

　生涯スポーツの振興が声高に叫ばれる中，そ

こで芽生えた「もっとうまくなりたい」「もっ

と強くなりたい」といった競技力向上への要求，

より高い質のスポーツ文化を享受する感動と自

己実現への要求に対して地域生涯スポーツ政策

はどのように応えるのであろうか．依然として

学校教育の中に封じ込め教員にさらなる負担を

強いるのであろうか，またスポーツ産業資本へ

の誘導をもってそれに応えるのであろうか，あ

るいはまた地域の善意の自助努力に頼るのであ

ろうか．地方自治体がそれらに対して，物的・

人的な客観的条件の整備を含んだ自前のシステ

ムとプログラムをもってその回答を用意しない

限り，地域で芽生えたスポーツの夢は，たらい

回しの末にはかなく萎んでしまうであろう．

５

おわりに

　本研究で明らかになったように，今日の地域

生涯スポーツ政策はそれ自体に大きな矛盾を抱

えながら存在している．そして，各自治体が

「小さな行政」といういわゆる行財政改革を断

行していく中で，さらにその矛盾は深まり，地

域住民が熱望する生涯スポーツの諸条件の整備

はさらに遠ざかっているといえるであろう．こ

の閉塞的な状況からいかにすれば抜け出すこと

ができるのであろうか．今回の研究では触れる
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ことはできなかったが，スポーツをする権利と

しての生涯スポーツの実現に向けて，全国の少

なくない地域で自治体の政策・行政を動かすよ

うな先進的な取り組みが行なわれている．黙っ

ていては生涯スポーツの未来はやっては来ない．

今後，地域住民としての我々に求められている

ことは，先進的・教訓的事例に学びそれらと連

帯しながら，地域生涯スポーツ政策の根本的な

転換を可能にする「スポーツ運動」を組織し展

開していくことであろう．スポーツに参加する

ことのみがスポーツ権の実現ではなくて，地域

生涯スポーツの政策立案に地域の生活主体者あ

るいは主権者として関与していくこともスポー

ツ権の実現なのである．
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